
ﾍﾟ-ｼﾞ・行 改　正　後 改正前

P5 3　計画策定の方針 3　計画策定の方針

（１）計画策定の趣旨 （１）計画策定の趣旨

　本計画は東風平町・具志頭村の合併後の新町建設を、総合的かつ効果的に推進することを目的とし 　本計画は東風平町・具志頭村の合併後の新町建設を、総合的かつ効果的に推進することを目的とし

両町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、均衡ある発展に資するよ 両町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、均衡ある発展に資するよ

う適切に配慮して策定します。 う適切に配慮して策定します。

　なお、新町の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的内容については、本計画に基づき、新町 　なお、新町の進むべき方向についてのより詳細かつ具体的内容については、本計画に基づき、新町

において作成する総合計画(基本構想・基本計画・実施計画等)及び国土利用計画に委ねるものとしま において作成する総合計画(基本構想・基本計画・実施計画等)及び国土利用計画に委ねるものとしま

す が、新町建設計画及び国土利用計画が策定されるまでの期間は、新町の基本計画として機能する計 すが、新町建設計画及び国土利用計画が策定されるまでの期間は、新町の基本計画として機能する計

 画であります。 画であります。

（２）計画の構成 （２）計画の構成

　本計画は下記の4項目を中心として構成します。 　本計画は下記の4項目を中心として構成します。

①新町建設の基本方針 ①新町建設の基本方針

②新町建設の根幹となるべき事業に関する事項 ②新町建設の根幹となるべき事業に関する事項

③公共的施設の統合整備に関する事項 ③公共的施設の統合整備に関する事項

④新町の財政計画 ④新町の財政計画

（３）計画の期間 （３）計画の期間

　本計画は、両町村が合併し、新町となった後の平成18年度から平成32年度までの15か年の期間につ 　本計画は、両町村が合併し、新町となった後の平成18年度から平成27年度までの10か年の期間につ

いて定めるものとします。 いて定めるものとします。

（４）計画策定の基本方針 （４）計画策定の基本方針

①新町の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的な視野に立つものとします。 ①新町の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的な視野に立つものとします。

②公共的施設の整備と適正配置については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地 ②公共的施設の整備と適正配置については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地

　域バランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとします。 　域バランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとします。

③財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、合併特例債等の依存財源を過大に見積もるこ ③財政計画については、地方交付税、国や県の補助金、合併特例債等の依存財源を過大に見積もるこ

となく、新町において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定するものとします。 となく、新町において健全な財政運営が行われるよう十分留意して策定するものとします。

④ハード・ソフト両面の施策・事業に配慮するものとします。 ④ハード・ソフト両面の施策・事業に配慮するものとします。
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P10 第2章　主要指標の見通し 第2章　主要指標の見通し

１　人口・世帯 １　人口・世帯

（１）人口 （１）人口

　平成32年（2020年）までの人口を、国勢調査（平成7年～22年）による男女各歳人口をもとにコーホー 　平成32年（2020年）までの人口を、平成7年と12年の国勢調査による男女各歳人口をもとにコーホー

ト要因法※及び、土地開発地区（土地区画整理事業、土地改良区非農用地整備）の推計人口を合わ ト要因法※によって求めました。

せて求めました。 　新町の将来人口は、平成17年（2005年）で26,100人となり現状では、西原町、南風原町、北谷町に次ぐ

　新町の将来人口の推移をみると、平成17年（2005年）で25,121人、平成22年（2010年）で26,681人、 県内では15番目の規模となります。

平成27年（2015年）で29,100人、平成32年（2020年）で30,100人となり、その後は30,500人前後で推 　平成22年（2010年）で27,500人、10年後の平成27年（2015年）で28,700人、平成32年（2020年）で

移していくと予想されます。 29,900人となります。

　※　「コーホート要因法」とは、ある時点における、特定の5歳きざみの年齢集団（＝コーホート）が5年後の観測時点でどれだけ増減 　※　「コーホート要因法」とは、ある時点における、特定の5歳きざみの年齢集団（＝コーホート）が5年後の観測時点でどれだけ増減

　　　　したかに着目した推計方法で、その増減率（＝コーホート残存率）を生残率（生存確率）と社会移動率（転出入による増減率）と 　　　　したかに着目した推計方法で、その増減率（＝コーホート残存率）を生残率（生存確率）と社会移動率（転出入による増減率）と

　　　　に分解し、社会移動率などを変数として設定する人口推計方法です。 　　　　に分解し、社会移動率などを変数として設定する人口推計方法です。

]

　　　                                                                      　資料：平成7、12、17、22年は国勢調査による現状値
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P10 （２）　年齢別人口 （２）　年齢別人口

　新町の年齢別人口をみると、老年人口については、平成17年（2005年）で4,207人（16.7％）、平成22年 　新町の年齢別人口をみると、老年人口については、平成17年（2005年）で4,500人（17.2％）、平成22年

（2010年）で4,704人（17.6％）、平成27年（2015年）で5,825人（20.0％）、平成32年（2020年）で7,061人とな （2010年）で5,120人（18.6％）、平成27年（2015年）で6,040人（21.0％）、平成32年（2020年）で7,400人とな

り、老年人口比は全体の23.5％に達すると予想されます。 り、老年人口比は全体の24.7％に達すると予想されます。

　　　　　　　（注意）平成７、12、17、22年は国勢調査による現状値

Ｐ11
（３）　世帯数 （３）　世帯数

　核家族の進展や単身世帯の増加に伴い、1世帯あたりの人員は減少が進み、平成27年（2015年）に 　核家族の進展や単身世帯の増加に伴い、1世帯あたりの人員は減少が進み、平成27年（2015年）に

3.02人、平成32年（2020年）には2.82人になることが予想されます。世帯数の見通しは、総人口と１世帯 3.02人、平成32年（2020年）には2.82人になることが予想されます。世帯数の見通しは、総人口と１世帯

当たりの人員の見通しから平成27年で約9,700世帯、平成32年で約10,700世帯と予想されます。 当たりの人員の見通しから平成27年で約9,500世帯、平成32年で約10,600世帯と予想されます。

　　　　　　　　（注意）平成７、12、17、22年は国勢調査による現状値
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P11 2　産業 2　産業

　就業率は、平成7年以降44％弱で横ばいとなっていますが、今後は就業人口の増加によって就業率 　就業率は、平成7年以降44％弱で横ばいとなっていますが、今後は就業人口の増加によって就業率

の上昇が予想され、平成27年（2015年）における就業人口の見通しは約13,500人、就業率46.5％、平成 の上昇が予想され、平成27年（2015年）における就業人口の見通しは約14,000人、就業率48.8％、平成

32年（2020年）には約15,000人、就業率49.8％と予想されます。 32年（2020年）には約14,900人、就業率49.8％と予想されます。

　　  　　　　　　（注意）平成７、12、17、22年は国勢調査による現状値
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Ｐ49
第6章　新町における県事業の推進 第6章　新町における県事業の推進

１ 沖縄県の役割 １ 沖縄県の役割

　沖縄県は、合併後の新町の一体的なまちづくりを実現するため、本計画に位置づけられた事業の推 　沖縄県は、合併後の新町の一体的なまちづくりを実現するため、本計画に位置づけられた事業の推

進に向けて関係機関と協議を行い、新町が実施する事業については補助金の優先的配分を行い、重点 進に向けて関係機関と協議を行い、新町が実施する事業については補助金の優先的配分を行い、重点

的な事業実施に努めます。 的な事業実施に努めます。

　また、沖縄県市町村合併支援交付金制度を活用し、合併に伴い発生する緊急かつ特殊な財政需要に 　また、沖縄県市町村合併支援交付金制度を活用し、合併に伴い発生する緊急かつ特殊な財政需要に

ついて、新町の一体的なまちづくりを支援します。 ついて、新町の一体的なまちづくりを支援します。

2 新町における県事業 2 新町における県事業

　沖縄県は、市町村合併支援プランに基づき地方行財政上の支援策や関係省庁との連携による支援 　沖縄県は、市町村合併支援プランに基づき地方行財政上の支援策や関係省庁との連携による支援

策の事業を推進します。 策の事業を推進します。
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Ｐ51
第8章　財政計画 第8章　財政計画

１　（略） １　（略）

２　策定期間

　平成18年度から平成32年度までの15年間とします。 ２　策定期間

３　策定方法 　平成18年度から平成27年度までの10年間とします。

　平成18年度から平成26年度までは決算額をもとに、平成27年度から過去の実績や人口推移などに基づ

く推計のほか、普通建設事業の見込み、国・県による財政支援措置、合併に伴う経費削減効果などを反映 ３　策定方法

させ、普通会計ベースで策定しています。 　平成15年度決算額をもとに、過去の実績や人口推移などに基づく推計のほか、普通建設事業の見込み、

国・県による財政支援措置、合併に伴う経費削減効果などを反映させ、普通会計ベースで策定しています。

４　財政計画作成方法

  平成18年度から平成32年度までの15年間の財政計画作成方法は、平成18年度から平成26年度までは ４　財政計画作成方法

決算額、平成27年度から平成32年度は第2次八重瀬町中長期財政計画を基にそれぞれの項目ごとに推 　現状では、新町における個々の事業の全てを把握することは、困難であることから、「個々の事業の

計する方法を採ります。 積み上げにより歳入・歳出の各項目の数値を求めていく」という方法を採らず、歳入・歳出のそれぞれ

　なお、第２次八重瀬町中長期財政計画は平成27年度から平成34年度までの8年間の計画で、八重瀬町 の項目について、「基準年度の数値（平成15年度の決算額）を基に、それぞれの項目ごとに条件を設定

第１次総合計画に基づき作成されています。 して推計を行い数値を求めていく」という方法を採ります。

　なお、臨時財政対策債については、その動向が不透明なことから、地方交付税に合算して処理して

５　歳入・歳出についての考え方 います。

（1）歳入について

　①国・県の財政支援制度の利活用 ５　歳入・歳出についての考え方

　●合併特例債のうち『まちづくり建設事業』について平成32年度までの活用を見込んでいます。 （1）歳入について

　●（省略） 　①国・県の財政支援制度の利活用

　②地方税 　●合併特例債のうち『まちづくり建設事業』については約80％の活用を見込みました。

  現行税制度を基本に、将来増加する人口推移等を踏まえた調定額に対し過去の徴収実績率で推計しま 　●（省略）

す。 　②地方税

　③地方交付税 　　現行税制度を基本に、将来の人口推移等を踏まえて推計します。

　普通交付税の推計については、平成28年度から平成32年度までの5年間にかけて、合併算定替から一 　③地方交付税

本算定替へ段階的に引下げられる激減緩和措置を考慮しています。 　　国の制度改革の流れを勘案し、平成17年度から平成23年度まで3％減で見込み、更に人口

　また特別交付税の推計については、抑制的に推計しています。 　（推計値）の伸びを加味します。

新　町　建　設　計　画　新　旧　対　照　表



ﾍﾟ-ｼﾞ・行 改　正　後 改正前

Ｐ52
　④国庫支出金・県支出金　 　④国庫支出金・県支出金　

　将来増加する人口推移等を踏まえ社会保障費に財源の増額を見込んでいます。 　国の制度改革の流れを勘案し、平成17年度から平成23年度まで毎年度1％減で見込みます。

　⑤地方債 　⑤地方債

　投資的経費に占める発行額は、毎年度約10億円程度にて推計します。 　合併特例債を除く、いわゆる通常債の発行額は、現状の投資的経費に占める通常債の割合から推

計します。

（２）歳出について

　①人件費 （２）歳出について

　平成18年度から平成26年度まで決算額で定数削減により減額となったが、平成27年度からの推計 　①人件費

は現行のまま推移することを見込んでいます。 　合併による特別職の４人減、議会議員定数１６人減による影響を見込んでいます。

　②（略） 　また、普通会計に属する一般職員は、現状の定員２３７人が４７人減少（9年間で減少していくと想

　③公債費 定）するとした経費削減効果を見込んでいます。

　平成18年度から平成26年度まで決算額、平成27年度からは地方債発行額で生じた償還金を合算 　②（略）

した数値で見込んでいます。 　③公債費

　④物件費 　合併後１０年間については、既発債の元利償還金と合併特例債（限度額の80％）及び通常債の借

　平成18年度から平成26年度まで決算額、平成27年度からは事務経費の削減努力により平成32年 入に係る元利償還金の見込みを合算した数値で見込んでいます。

度まで毎年度約１％減を見込んでいます。 　④物件費

　⑤補助費 　合併による行財政の効率化に伴う削減効果（合併初年度から5年度目まで３％減）を見込んでいます。

　平成18年度から平成26年度まで決算額、平成27年度から平成32年度までは平成26年度基準を見 　⑤補助費

込んでいます。 　合併による行財政の効率化に伴う削減効果（合併初年度から5年度目まで３％減）を見込んでいます。

　⑥繰出金 　⑥繰出金

　平成18年度から平成26年度まで決算額、平成27年度からは近年の傾向を踏まえ増加することを 　近年の傾向を踏まえて毎年度0.5％増で増加すると見込みます。

見込んでいます。 　⑦投資的経費

　⑦投資的経費 　財政収支上、実施可能な事業費を毎年ごとに見込みます。

　第２次中長期財政計画に基づき各年度の計画的な事業費を見込みます。

　

新　町　建　設　計　画　新　旧　対　照　表



ﾍﾟ-ｼﾞ・行 改　正　後 改正前

Ｐ53
　6　財政計画表 　　　　　6　財政計画表
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